
 

 

総  務  文  教  委 員 会 
 

      令和 2 年 8 月 4 日（火） 

     10 時 00 分～ 時  分 

     全 員 協 議 会 室 

 

【委 員】 西村委員長、芦谷副委員長 

       三浦委員、西川委員、上野委員、永見委員、西田委員、牛尾委員 

【委員外】 

【議長団】 

【総務文教委員会 所管管理職】 

 （総 務 部）  坂田総務部長、佐々木総務課長、河内財政課長、 

 （地域政策部）岡田地域政策部長、邉地域政策部副部長（まちづくり推進課長）、 

               川合定住関係人口推進課長、 

 （教育委員会）石本教育長、河上教育部長、市原学校教育課長、濱見文化振興課長 

【事務局】 下間書記  

 

【議 題】 

 1 執行部報告事項 

 （1）令和元年度健全化判断比率・資金不足比率（速報値）について       【財政課】 

  （2）浜田応援団の組織化について                               【定住関係人口推進課】  

 （3）関係人口創出・拡大のための中間支援組織の提案型モデル事業について 

                                         【定住関係人口推進課】   

 （4）浜田市まちづくり総合交付金制度改正検討委員会について     【まちづくり推進課】  

 （5）令和 2 年度運動会及び学習発表会等日程について           【学校教育課】 

 （6）歴史文化保存展示施設専門検討委員会の設置について         【文化振興課】 

 （7）その他 

 

 2  その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

1 健全化判断比率 ※1 
 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

   ※2 ※3 

算定数値 －〔注 1〕 －〔注 2〕 10.9％ 54.6％ 

(早期健全化基準) （ 12.49％ ） （ 17.49％ ） （ 25.0％ ） （ 350.0％ ） 

〔注 1、注 2〕令和元年度において、赤字が発生していないため数値なし(－)。 

 

2 資金不足比率 ※4 
 

特別会計等の名称 資金不足比率 備  考 

水道事業 － 公営企業法適用 

工業用水道事業 － 公営企業法適用 

公設水産物仲買売場 － 公営企業法非適用 

公共下水道事業 －   〔注 3〕 公営企業法非適用 

農業集落排水事業 － 公営企業法非適用 

漁業集落排水事業 － 公営企業法非適用 

生活排水処理事業 － 公営企業法非適用 

〔注 3〕令和元年度において、いずれも資金不足は発生していないため数値なし(－)。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面へ） 

令和元年度健全化判断比率・資金不足比率(速報値)について 

※1 健全化判断比率： 

地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断す

るための指標。基準は「早期健全化基準(※5)」、「財政再生基準(※6)」の 2 つ。 

※2 実質公債費比率： 

借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す比

率で、過去 3 年間の平均値を使用。18％以上だと地方債発行時に国や都道府県の許可

が必要で、25％以上だと地方債発行を制限される。 

※3 将来負担比率： 

地方公共団体の一般会計等（普通会計）の借入金や将来支払う可能性がある負担等の

現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す

比率。 

※4 資金不足比率： 

公営企業の資金不足を、公営企業の料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の

深刻度を示す比率。基準は「経営健全化基準」（健全化判断比率の「早期健全化基準」

に相当）。 

用 語 解 説 

令 和 2 年 8 月 4 日 
総務文教委員会資料 
総 務 部 財 政 課 

 



年　度 22年度 23年度 24年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

算定数値 17.4% 15.8% 14.5% 12.0% 10.6% 9.9% 10.1% 10.5% 10.9%

(単年度数値) (15.8%) (14.2%) (13.5%) (10.0%) (9.4%) (10.2%) (10.8%) (10.4%) (11.3%)

前年度比較 △2.7% △1.6% △1.3% △1.4% △1.4% △0.7% 0.2% 0.4% 0.4%

25.0% 財政再生基準 35.0%早期健全化基準

(12.4%)

△1.1%

25年度

13.4%

3 実質公債費比率・将来負担比率の推移 

(1) 実質公債費比率 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
※5                        ※6 

                      

 
 
 

 (2) 将来負担比率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

年　度 22年度 23年度 24年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

算定数値 136.6% 129.3% 118.8% 106.5% 93.1% 82.6% 72.3% 59.5% 54.6%

前年度比較 △19.2% △7.3% △10.5% △9.3% △13.4% △10.5% △10.3% △12.8% △4.9%

－350.0%早期健全化基準 財政再生基準

25年度

115.8%

△3.0%

 
 

※5 早期健全化基準（イエローカードの基準）： 

自治体財政健全化法が定める財政４指標（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率、将来負担比率）のいずれかがこの基準以上になると、破綻寸前の「早期健

全化団体」に指定され、早期健全化計画の策定などが義務付けられる。 
 
 

※6 財政再生基準（レッドカードの基準）： 

上記財政４指標のうち、将来負担比率以外のいずれかがこの基準以上になると、企業

の倒産にあたる「財政再生団体」に指定され、財政再生計画の策定が義務付けられる

ほか、総務大臣の許可が得られなければ地方債の起債ができなくなり、税金や公共料

金の増額、住民サービスの見直しをせざるを得なくなる。 

用 語 解 説 



 

浜田応援団の組織化について 

1 目的 

浜田市外に住んでいながら浜田に想いを寄せ、「てご（お手伝い）」をした

いという気持ちを持っている方を対象に浜田応援団を組織化します。（8 月

21 日募集開始予定） 

組織後、浜田応援団員と課題を持ちながらもがんばっている地域住民や地

元企業とマッチングを図り、課題解決に繋げていきます。 

  

2 応援団員の条件について 

 ・浜田市外に在住の方 

 ・浜田に愛着を持っている方 

・応援活動を実施いただける方 

 

3 募集及び登録方法 

 ・市人会、遣島使、ふるさと納税者、ふるさとメール会員及び浜っ子 

LINE クラブ会員等に情報提供し、ネット上の申込フォームから登録する。 

  

4 浜田応援団イメージ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

ニーズの可視化 

 

関りしろの可視化 

 

令 和 2 年 8 月 4 日 

総 務 文 教 委 員 会 資 料 

地域政策部定住関係人口推進課 

浜田応援団 地域住民・地元企業 

困っていること 

手伝ってほしい事 
興味のあること 

手伝えること 

想いを形に 

 

 

課題解決 

 

 

 

定住関係人口推進課によるマッチング 

応援活動(現地またはオンライン・リモート) 

地域とつながる実感 

地元の役に立つ達成感 
外部刺激による活性化 

地域や仕事への愛着や誇りの再認識 



あなたの⼒で地域を元気に︕

地元を応援したい︕誰かの役に⽴ちたい︕
私たちはそんな想いを持っている人を探しています。

浜田に住んでいるわけじゃないけれど
自分の知識、スキル、経験を活かして

夢や使命を持ってがんばっている地域の人たちに「てごをする。」
そんな“人とのつながり”って素敵だと思いませんか︖

浜田を応援しませんか？

浜田応援団

応援活動

特典内容

私たちが応援団員と地域の人をつなぎます！

事務局：浜田市定住関係人口推進課
（0855）25-9511 teiju@city.hamada.lg.jp

浜田市長 久保田章市

・浜田を応援していただける方を、
応援団員として市が登録する制度です。
≪要件≫
● 浜田市外に住んでいる方
● 浜田に愛着を持っている方
● 浜田への応援活動を実施していただける方

・浜田でがんばっている人や企業の困りごとに対して、ご自身の知識やスキル、経験を活かし、

課題解決に向けて「てご（石見地方の方言で手伝うこと）」をしていただきます。
●スキルで協力 ⇒（例）HP作成、SNS広報、商品開発、販路紹介 など
●マンパワー提供 ⇒（例）首都圏での販促イベント、地域活動のお手伝い など

・次の特典を用意し、応援団員の活動をサポートします。
● 登録者には名刺を無料交付します（100枚）
● 応援団員同士の交流の場を提供します
● 萩・石見空港を利用し応援活動へ参加された場合、運賃助成が受けられます（往復6,000円）

浜
田
応
援
団
に

登
録
す
る

応援団長 梨田昌孝
（浜田市出身・プロ野球解説者）



  

 

関係人口創出・拡大のための中間支援モデル事業の採択について 

 

内閣府地方創生推進室において、関係人口創出・拡大に取り組む動きを加

速化し、地方への新しい人の流れをつくることを目的として、都市住民と地

域ニーズのマッチングを行うモデル事業が公募されました。この事業に、浜

田市・江津市をフィールドとした取組みが採択されました。 

（全国 71 提案のうち 7 提案が採択） 

 

1 事業名 

  しまね発 つながりダイバーシティ・プロジェクト 

  －島根発 関係人口と地域のひとが織りなす多様性創発事業－ 

 

2 組織 

（1）実施団体 

   株式会社シーズ総合政策研究所（松江市） 

（2）共同実施団体 

  株式会社 sotokoto online(東京都千代田区) 

法政大学地域研究センター（東京都千代田区） 

(3) 事業実施地域 

  浜田市、江津市 

 

3 事業予算額 

  9,955 千円（国から実施団体へ交付） 

 

4 簡素化した事業図イメージ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 2 年 8 月 4 日 

総 務 文 教 委 員 会 資 料 

地域政策部定住関係人口推進課 

大都市側（関係人口）と地域側がつながるプラットフォーム 

・地域課題の見える化とマッチング 

・現地訪問と課題解決の試行 

・自走モデルの検討 

浜田市 
公民館等との協働による課題発

見・解決を図る関係人口との連携 

江津市 
市民大学の個別プロジェクトと連

携した関係人口の参画機会創出 

新規集団 
首都圏大学の地域分析スキルを

有する関係人口との連携 

既存集団 
これまで県単位で形成してきた関

係人口コミュニティとの連携 

地
域
側 

大
都
市
側



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令
和

2
年

度
 

中
間

支
援

モ
デ

ル
事

業
 

「
し

ま
ね

発
 

つ
な

が
り

ダ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
・

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
全

体
像

 



②
公

益
社

団
法

⼈
中

越
防

災
安

全
推

進
機

構
実

施
地

域
：

新
潟

県
新

潟
市

、
同

県
村

上
市

、
同

県
出

雲
崎

町

③
株

式
会

社
⽇

本
能

率
協

会
総

合
研

究
所

実
施

地
域

：
⼭

⼝
県

⼭
⼝

市
、

同
県

周
防

⼤
島

町

①
株

式
会

社
シ

ー
ズ

総
合

政
策

研
究

所
実

施
地

域
：

島
根

県
浜

⽥
市

、
同

県
江

津
市

⑦
⼀

般
社

団
法

⼈
離

島
百

貨
店

実
施

地
域

：
新

潟
県

粟
島

浦
村

、
⼭

梨
県

丹
波

⼭
村

島
根

県
隠

岐
の

島
町

⑥
合

同
会

社
巻

組
実

施
地

域
：

宮
城

県
⽯

巻
市

、
島

根
県

雲
南

市

④
株

式
会

社
Ne

xt
 C

om
m

on
s

実
施

地
域

：
岩

⼿
県

遠
野

市
、

⽯
川

県
加

賀
市

は
ま
だ
し

①
浜
田
市ご

う
つ
し

①
江
津
市

令
和

２
年

度
関

係
人

口
創

出
・
拡

大
の

た
め

の
中

間
支

援
組

織
の

提
案

型
モ

デ
ル

事
業

採
択

団
体

（
一

覧
）

（
１

）

⑤
⼀

般
社

団
法

⼈
熱

中
学

園
実

施
地

域
：

北
海

道
東

川
町

、
北

海
道

更
別

村
宮

城
県

丸
森

町
、

千
葉

県
銚

⼦
市

富
⼭

県
⾼

岡
市

、
和

歌
⼭

県
上

富
⽥

町
⿃

取
県

琴
浦

町
、

徳
島

県
上

板
町

⾼
知

県
越

知
町

、
熊

本
県

⼈
吉

市
宮

崎
県

⼩
林

市

に
い
が
た
し

②
新
潟
市

む
ら
か
み
し

②
村
上
市

い
ず
も
ざ
き
ま
ち

②
出
雲
崎
町

や
ま
ぐ
ち
し

③
山
口
市

す
お
う
お
お
し
ま
ち
ょ
う

③
周
防
大
島
町

と
お
の
し

④
遠
野
市

か
が

し

④
加
賀
市

さ
ら
べ
つ
む
ら

⑤
更
別
村

ひ
が
し
か
わ
ち
ょ
う

⑤
東
川
町

ち
ょ
う
し
し

⑤
銚
子
市

た
か
お
か
し

⑤
高
岡
市

か
み
と
ん
だ
ち
ょ
う

⑤
上
富
田
町

こ
と
う
ら
ち
ょ
う

⑤
琴
浦
町

か
み
い
た
ち
ょ
う

⑤
上
板
町

お
ち
ち
ょ
う

⑤
越
知
町

こ
ば
や
し
し

⑤
小
林
市

ひ
と
よ
し
し

⑤
人
吉
市

ま
る
も
り
ま
ち

⑤
丸
森
町

う
ん
な
ん
し

⑥
雲
南
市

い
し
の
ま
き
し

⑥
石
巻
市

お
き
の
し
ま
ち
ょ
う

⑦
隠
岐
の
島
町

あ
わ
し
ま
う
ら
む
ら

⑦
粟
島
浦
村 た

ば
や
ま
む
ら

⑦
丹
波
山
村

※
1.

 団
体

名
の

五
⼗

⾳
順

に
掲

載
※

2.
 実

地
地

域
は

提
案

時
点

に
お

け
る

実
施

予
定

地
域



令
和

２
年

度
関

係
人

口
創

出
・
拡

大
の

た
め

の
中

間
支

援
組

織
の

提
案

型
モ

デ
ル

事
業

採
択

団
体

（
一

覧
）

（
２

）

団
体

名
（
所

在
地

）
／

事
業

名
実

施
地

域
事

業
概

要

①

株
式

会
社

シ
ー

ズ
総

合
政

策
研

究
所

（
島

根
県

松
江

市
）

「
し

ま
ね

発
つ

な
が

り
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

・
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
―

島
根

発
関

係
人

口
と

地
域

の
ひ

と
が

織
り

な
す

多
様

性
創

発
事

業
―

 」

島
根

県
浜

田
市

、
同

県
江

津
市

初
め

て
関

係
人

口
創

出
に

着
手

す
る

「
ス

タ
ー

ト
ア

ッ
プ

」
型

と
活

動
の

高
度

化
を

目
指

す
「
ブ

ラ
ッ

シ
ュ

ア
ッ

プ
」
型

を
島

根
県

内
2
地

域
で

実
施

。
地

域
課

題
（
関

わ
り

し
ろ

）
の

可
視

化
手

法
の

開
発

、
都

市
部

の
想

い
や

ス
キ

ル
を

持
っ

た
ゆ

か
り

の
あ

る
人

や
大

学
院

生
等

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
手

法
を

開
発

・
モ

デ
ル

化
し

、
横

展
開

に
つ

な
げ

る
。

②
公

益
社

団
法

人
中

越
防

災
安

全
推

進
機

構
（
新

潟
県

長
岡

市
）

「
地

域
に

関
わ

る
多

様
な

入
口

づ
く
り

」

新
潟

県
新

潟
市

、
同

県
村

上
市

、
同

県
出

雲
崎

町

お
手

伝
い

か
ら

始
め

る
地

域
と

の
関

係
性

づ
く
り

「
お

て
つ

だ
い

P
lu

s（
+
）
」
や

、
地

域
に

興
味

の
あ

る
若

者
等

と
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く
り

「
つ

な
が

る
暮

ら
し

レ
タ

ー
」
、

関
係

人
口

を
現

地
で

迎
え

入
れ

る
「
関

係
人

口
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
養

成
講

座
」
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
化

等
に

よ
り

、
地

域
に

関
わ

る
た

め
の

多
様

な
入

口
づ

く
り

の
モ

デ
ル

化
に

取
り

組
む

。

③

株
式

会
社

日
本

能
率

協
会

総
合

研
究

所
（
東

京
都

港
区

）

「
山

口
・
田

舎
暮

ら
し

ク
エ

ス
ト

～
新

た
な

暮
ら

し
を

探
究

す
る

ク
エ

ス
ト

参
加

者
を

募
集

し
ま

す
～

」

山
口

県
山

口
市

、
同

県
周

防
大

島
町

す
で

に
現

地
で

活
動

し
て

い
る

中
山

間
地

域
の

生
活

を
支

え
る

「
小

さ
な

拠
点

活
動

」
や

離
島

で
の

「
移

住
促

進
協

議
会

」
な

ど
を

活
動

ベ
ー

ス
と

し
て

、
都

市
部

住
民

が
、

単
な

る
観

光
や

遊
び

で
は

な
い

、
体

験
を

通
じ

た
自

身
の

今
後

の
新

た
な

生
き

方
の

探
求

に
つ

な
が

る
活

動
（
ク

エ
ス

ト
）
の

モ
デ

ル
化

に
取

り
組

む
。

④

株
式

会
社

N
e
xt

 C
o
m

m
o
n
s

（
岩

手
県

遠
野

市
）

「
地

方
と

都
市

を
つ

な
ぐ

リ
カ

レ
ン

ト
教

育
の

場
づ

く
り

に
よ

る
関

係
人

口
創

出
プ

ラ
ン

」

岩
手

県
遠

野
市

、
石

川
県

加
賀

市

地
方

の
暮

ら
し

、
技

術
、

歴
史

を
学

ぶ
場

、
す

な
わ

ち
地

方
の

資
源

を
活

用
し

キ
ャ

ン
パ

ス
化

し
た

「
リ

カ
レ

ン
ト

教
育

」
の

場
を

作
り

、
地

方
在

住
者

と
都

市
部

住
民

が
そ

れ
ぞ

れ
教

え
あ

い
、

学
び

あ
う

モ
デ

ル
を

作
る

。
そ

の
際

、
地

域
起

こ
し

協
力

隊
員

や
ロ

ー
カ

ル
ベ

ン
チ

ャ
ー

起
業

者
、

地
域

で
活

躍
す

る
人

を
発

掘
し

講
師

と
す

る
。

⑤

一
般

社
団

法
人

熱
中

学
園

（
東

京
都

墨
田

区
）

「
企

業
版

ふ
る

さ
と

納
税

を
活

用
し

た
「
ふ

る
さ

と
み

つ
け

塾
」

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

開
発

」

北
海

道
東

川
町

、
北

海
道

更
別

村
、

宮
城

県
丸

森
町

、
千

葉
県

銚
子

市
、

富
山

県
高

岡
市

、
和

歌
山

県
上

富
田

町
、

鳥
取

県
琴

浦
町

、
徳

島
県

上
板

町
、

高
知

県
越

知
町

、
熊

本
県

人
吉

市
、

宮
崎

県
小

林
市

全
国

各
地

で
取

り
組

ん
で

い
る

熱
中

小
学

校
（
主

に
地

元
住

民
を

対
象

と
し

、
社

会
経

験
豊

富
な

講
師

が
教

え
る

新
し

い
こ

と
に

挑
戦

す
る

た
め

の
大

人
の

社
会

塾
）
に

、
地

域
外

の
都

市
部

住
民

も
参

加
す

る
「
ふ

る
さ

と
み

つ
け

塾
」
を

開
講

。
災

害
復

興
型

、
都

市
近

郊
型

な
ど

様
々

な
地

域
特

性
を

生
か

し
た

モ
デ

ル
の

形
成

に
取

り
組

む
。

⑥
合

同
会

社
巻

組
（
宮

城
県

石
巻

市
）

「
ギ

フ
ト

経
済

循
環

の
見

え
る

化
に

よ
る

関
係

人
口

創
出

事
業

」

宮
城

県
石

巻
市

、
島

根
県

雲
南

市

コ
ロ

ナ
禍

に
お

い
て

挑
戦

機
会

や
学

ぶ
場

を
奪

わ
れ

、
経

済
的

に
孤

立
し

て
い

る
若

者
た

ち
を

、
地

域
の

未
利

用
資

源
（
空

き
家

等
）
や

人
材

を
生

か
し

て
迎

え
入

れ
、

地
域

に
お

け
る

新
た

な
価

値
交

換
の

仕
組

み
の

モ
デ

ル
化

に
取

り
組

む
。

⑦

一
般

社
団

法
人

離
島

百
貨

店
（
東

京
都

港
区

）

「
過

疎
地

域
と

都
市

部
と

の
結

節
点

と
な

る
「
地

域
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
」
育

成
事

業
」

新
潟

県
粟

島
浦

村
、

山
梨

県
丹

波
山

村
、

島
根

県
隠

岐
の

島
町

交
通

に
制

約
の

あ
る

地
域

で
あ

っ
て

も
人

を
呼

び
込

む
「
地

域
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
」
の

育
成

に
地

域
お

こ
し

協
力

隊
制

度
を

活
用

し
な

が
ら

取
り

組
む

。
そ

の
際

、
本

年
6
月

か
ら

施
行

さ
れ

た
「
特

定
地

域
づ

く
り

事
業

協
同

組
合

制
度

」
の

活
用

も
目

指
し

、
こ

れ
ら

組
合

で
働

く
人

と
の

連
携

等
の

モ
デ

ル
化

に
取

り
組

む
。

※
1.

 団
体

名
の

五
⼗

⾳
順

に
掲

載
※

3.
 事

業
概

要
に

お
け

る
名

称
は

全
て

仮
称

※
2.

 実
施

地
域

は
提

案
時

点
に

お
け

る
実

施
予

定
地

域



 

 

浜田市まちづくり総合交付金制度改正検討委員会において、次のとおり検討を行って

いますので報告します。 
 

1 検討の目的 

住民主体のまちづくりを支援するために平成 23 年度に創設された「浜田市まちづくり

総合交付金制度」は、今年度（令和 2年度）末で制度実施後 10 年が経過する。 

この間、平成 28 年度に制度の改正が行われ、また、平成 30 年度には中間検証を実施

し、その都度制度の見直しを行ってきた。 

令和 3 年度以降、交付金制度を実施するにあたり、これまで運用してきた中で寄せら

せた要望や課題に応えるべく、交付金制度の改正について検討を行うものである。 

 
2 検討体制 

中間検証を行った「浜田市まちづくり総合交付金制度改正検討委員会」において検討

を行う。 
⑴ 委員構成 

団体 職名 氏名 備考 

島根県立大学総合政策学部 教授 金野 和弘 委員長 

島根県西部県民センター石央地域振興課 課長 俵  正光 副委員長 

浜田自治区地域協議会 委員 細川 良一  

金城自治区地域協議会 委員  塚本  守  

旭自治区地域協議会 委員 德川  博  

弥栄自治区地域協議会 副会長 岡本  薫  

三隅自治区地域協議会 委員 大山 祐司  

浜田市公民館連絡協議会 会長 三浦 博美  

浜田市生涯学習課 課長 村木 勝也  

⑵ 事務局  浜田市地域政策部まちづくり推進課 

 
3 検証の要点 

中間検証では、平成 28 年度の主な改正点について、地区まちづくり推進委員会へのヒ

アリングやアンケート調査等の結果を踏まえて評価・検証を実施し改正を行った。今回

の検討委員会においては、中間検証でいただいた意見等を踏まえ、交付金制度の内容（財

政支援）と併せて、制度を有効的に活用するための仕組み（人的支援等）について、総

合的に検討を行う。                        （裏面あり） 

浜田市まちづくり総合交付金制度改正検討委員会について 

令 和 2 年 8 月 4 日 

総 務 文 教 委 員 会 資 料 

地域政策部まちづくり推進課 



4 検討スケジュール 

令和 2 年 7 月 21 日現在 

日  程 会議・議題等 備 考 

5 月 12 日(火) 10：00～ 第 1 回 検討委員会 

〔議題〕 

１ 委員長、副委員長の選出について 

２ 浜田市まちづくり総合交付金について 

３ 意見交換 

※現在のまちづく

り総合交付金制度

について整理 

6 月 3 日(水) 15：30～ 庁内関係部署協議  

12 日（金） 15：00～ 第 2 回 検討委員会 

〔議題〕 

１ 検討の方向性について 

（1）算定方法について 

（2）支援（連携）体制について 

２ 新たな算定項目について 

 

7 月 14 日（火） 15：00～ 第 3 回 検討委員会 

〔議題〕 

 新たな算定項目について 

 

8 月 6 日（木） 13：30～ 第 4 回 検討委員会 

〔議題〕 

 新たな算定項目について 

 

（第 3週） （予定） 庁内関係部署協議  

（第 4週） （予定） 

第 5回 検討委員会 

〔議題〕 

 ※検討結果のまとめについて 

 

9 月   9 月議会定例会 

※検討結果を報告 

 

10 月   要綱作成・予算要求  

11 月   地域協議会（報告） 全自治区 

12 月   12 月議会定例会 ※新制度報告  

1 月～ 

「新制度の方針」をまちづくり推進委員会及び町内会(自治会)に対して周知 

（説明会等開催） 

 



予備日等 来賓

原井小 9月12日 (土) 8:30～ 12:00 ①19日(土)、②20日(日) なし 11月14日 (土)

雲雀丘小 9月19日 (土) 9:00～ 11:30 ①20日(日)、②21日(月)、③22日(火) なし

松原小 9月12日 (土) 8:30～ 12:00 ①13日(日)、②14日(月) なし

石見小 9月19日 (土) 8:30～ 11:45 ①20日(日)、②21日(月)、③22日(火) なし

美川小 9月12日 (土) 9:00～ 14:00
①13日(日)、②14日(月) 　幼小中合同運動会
雨天時は体育館で実施 なし 11月14日 (土)

周布小 9月20日 (日) 8:30～ 12:00 ①21日（月）、②22日（火） なし 11月14日 (土)

長浜小 9月19日 (土) 8:40～ 14:00 ①20日（日）、②21日（月） なし 11月21日 (土)

国府小 9月12日 (土) 8:50～ 11:40 ①13日(日)、②14日(月) なし

三階小 9月20日 (日) 8:50～ 12:20 ①21日(月)、②22日(火)、③23日(水) なし

雲城小 9月12日 (土) 8:50～ 12:00 ①13日(日)、②14日(月) なし 11月14日 (土)

今福小 9月12日 (土) 8:40～ 12:00 ①13日(日)、②19日(土) なし 11月21日 (土)

波佐小 9月20日 (日) 9:00～ 未定
地域との合同運動会は中止し、学校単独で
実施 なし 11月15日 (日)

旭小 9月19日 (土) 8:40～ 11:55 ①20日(日)、②21日(月) なし 11月21日 (土)

弥栄小 9月12日 (土) 8:30～ 11:30
①13日(日)、②14日(月)
中学校との合同運動会（会場：弥栄中） なし 11月14日 (土)

三隅小 9月19日 (土) 8:50～ 14:20 順延 なし 2月20日 （土）

岡見小 9月12日 (土) 9:00～ 12:00
①13日(日)、②14日(月)
※14日(月)雨天時は体育館で実施 なし 12月5日 (土)

一中 9月5日 (土) 8:45～ 14:40 雨天順延 なし

二中 9月5日 (土) 8:30～ 12:40 雨天順延 なし 11月3日 (火)

三中 9月5日 (土) 8:30～ 14:15 雨天順延 なし 10月31日 (土)

四中 9月12日 (土) 9:00～ 14:00
①13日(日)、②14日(月) 　幼小中合同運動会
雨天時は体育館で実施 なし 11月7日 (土)

浜田東中 9月11日 (金) 9:00～ 14:30 ①14日(火)、②15日(水) なし 10月31日 (土)

金城中 9月5日 (土) 9:00～ 12:00 雨天順延 なし 11月7日 (土)

旭中 9月5日 (土) 9:00～ 15:00 雨天時は市民体育館で実施 なし 10月31日 (土)

弥栄中 9月12日 (土) 8:30～ 11:30
①13日(日)、②14日(月)
小学校との合同運動会（会場：弥栄中） なし 10月31日 (土)

三隅中 9月5日 (土) 9:00～ 15:00 ①6日（日）、②7日（月） なし 10月31日 (土)

石見幼 10月3日 (土) 9:00～ 11:30
①4日（日）
予備日が雨天時は石見小学校体育館で実施 なし 12月5日 (土)

長浜幼 10月3日 (土) 9:00～ 11:15 ①4日（日）　予備日が雨天時は遊戯室で実施 なし 12月12日 (土)

美川幼 9月12日 (土) 9:00～ 14:00
①13日(日)、②14日(月) 　幼小中合同運動会
雨天時は体育館で実施 なし 12月5日 (土)

※7月30日現在予定。諸事情により日時等の変更の可能性がありますことをご理解ください。

幼
稚
園

2月予定

未定

小
学
校

中
学
校

令和2年度　運動会及び学習発表会等日程

学校名 運動会(体育祭) 学習発表会(文化祭)

令 和 2 年 8 月 4 日

総 務 文 教 委 員 会 資 料

教 育 委 員 会 学 校 教 育 課



 
歴史文化保存展示施設専門検討委員会の設置について  

 

 １ 設置の目的                           
歴史文化の保存と継承、ふるさと郷育、市民や観光客の交流の拠点とな

る「歴史文化保存展示施設」の整備に係る基本計画の策定に関し、展示、

活用、運営などについて専門家の意見を聴くため、専門検討委員会を設置

しました。  

専門検討委員会の中に、展示部会、活用（教育普及）部会を設置してい

ます。  

 ２ 委員                          
 

部会  氏名  団体等  

展
示 

岩町  功  石見郷土研究懇話会 会長  

川原 和人  島根県埋蔵文化財調査センター 前所長  

小松原 豊  浜田郷土資料館 館長  

隅田 正三  浜田市文化財審議会 委員長  

田中 啓信  浜田市資料館運営協議会 会長  

仲野 義文  石見銀山資料館 館長  

活
用
（
教
育
普
及
） 

杉浦 幸子  武蔵野美術大学 教授  

寺尾  堂  世界こども美術館創作活動館 館長  

長畑  実  日本ミュージアム・マネージメント学会 理事  

中山 三善  スヌーピーミュージアム 館長  

濵崎 政寿  浜田市小学校長会 会長  

樋野 淳巳  浜田市教育研究会社会科部会 部長  

 

 ３ スケジュール                      
（1）第 1 回 検討委員会 

日時：8 月 3 日（月）午後 1 時 30 分～3 時 

場所：浜田市世界こども美術館創作活動館 3 階 多目的ホール 

※ Web 会議使用 

（2）今後の予定 

令和 3 年 9 月まで月 1 回程度、全体会・部会を開催予定 

令 和 2 年 8 月 4 日 

総務文教委員会資料 

教育委員会文化振興課 



第 1 回 歴史文化保存展示施設専門検討委員会 
                   

日時：令和 2 年 8 月 3 日（月） 

午後 1 時 30 分～3 時 

場所：浜田市世界こども美術館 

3 階 多目的ホール 

 

 

1 市長あいさつ 

 

 

 

2 委嘱状交付  

 

 

 

3 歴史文化保存展示施設専門検討委員会設置要綱について 資料 1 

 

 

 

4 会長・副会長・部会長・副部会長の選出について 

 ・委員会   会長 （       ） 副会長 （       ） 

 ・展示部会  部会長（       ） 副部会長（       ） 

 ・活用部会  部会長（       ） 副部会長（       ） 

 

5 浜田市の「歴史文化保存展示施設」の整備方針について 資料 2 

   説明：浜田市長 久保田章市 

 

 

6 今後の予定 について      資料 3 

 

 

 

7 意見交換 

 

 

 

8 その他 

    （1）第 2 回 専門検討委員会の開催 

令和 2 年 月 日( ) 午後 時 分～ 時(予定) 

 

    （2）委員謝金等の支払い及び振込先口座の確認 



※　敬称略

歴史文化保存展示施設専門検討委員会レイアウト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年8月3日（月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午後1時30分～午後3時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界こども美術館3階　多目的ホール

テレビモニター
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スクリーン

音響

傍聴・記者
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受

付

資

料

出入口

消毒

教育部長 教育長

岩町

小松原

田中

寺尾

川原

隅田

仲野

長畑

濵崎 樋野

音響

（市長 説明位置）

市長 副市長

地域政策部長 総務部長

高野 小松 藤田 榊原

濱見川本

杉浦 中山

傍聴・記者



歴史文化保存展示施設専門検討委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第 1 条 歴史文化保存展示施設（以下「施設」という。)の整備に関し、展示、

活用（教育普及）、運営等について専門家の意見を聴き、基本計画を策定

するため、歴史文化保存展示施設専門検討委員会（以下「専門検討委員会」

という。）を置く。 

（所掌事務） 

第 2 条 専門検討委員会の所掌事務は、次に掲げる事項を検討する。 

（1） 施設の整備に関すること。 

（2） 施設の展示方法に関すること。 

（3） 施設の活用（教育普及）方法に関すること。 

（4） 施設の運営に関すること。 

（5） その他市長が必要と認める事項 

（構成等） 

第 3 条 専門検討委員会は、15 人以内の委員で構成する。 

2  委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。 

（1） 識見者 

（2） その他市長が特に必要と認める者 

（任期） 

第 4 条 委員の任期は、施設整備に係る基本計画の策定に要する間とする。 

（会長及び副会長） 

第 5 条 専門検討委員会に会長及び副会長 1 人を置き、委員の互選によりこ

れを定める。 

2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 6 条 専門検討委員会の会議は、市長が招集し、会長がその議長となる。 

2  専門検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことがで

きない。 

3  会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を専門検討委員会の

会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（報償費及び実費弁償） 

第 7 条 委員が専門検討委員会の会議に出席した場合は、当該委員に対し報

資料 １ 



償費及び実費弁償を支給する。この場合において、報償費及びその支給方

法にあっては浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例（平成 20 年浜田市条例第 37 号）別表この表に掲げる者を除く

専門委員又は附属機関の委員の欄並びに第 3 条及び第 4 条第 1 項の規定、

実費弁償にあっては同条例第 5 条の規定の例による。 

（庶務） 

第 8 条 専門検討委員会の庶務は、教育部 文化振興課において処理する。 

（その他） 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、専門検討委員会に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和 2 年 7 月 7 日から施行する。 

 

 

 

 



歴史文化保存展示施設専門検討委員会部会設置要綱 

 

（設置） 

第 1条 歴史文化保存展示施設専門検討委員会設置要綱第 9条の規定により、

歴史文化保存展示施設専門検討委員会（以下「専門検討委員会」という。）

に、次に掲げる部会を置く。 

（1） 展示部会 

（2） 活用部会 

（所掌事務） 

第 2 条 部会は、別表に掲げる事項について資料収集、調査及び検討等を行

う。 

（構成等） 

第 3 条 部会は、専門検討委員会の委員をもって構成する。 

（部会長及び副部会長） 

第 4 条 部会に部会長及び副部会長 1 人を置き、委員の互選によりこれを定

める。 

2  部会長は、専門検討委員会の求めに応じて、検討過程を報告するものと

する。 

3  副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が

欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 5 条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。 

2  部会の会議は、部会委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3  部会長は、必要があると認めるときは、部会委員以外の者を会議に出席

させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（報償費及び実費弁償） 

第 7 条 部会の委員が部会の会議に出席した場合は、当該委員に対し報償費

及び実費弁償を支給する。この場合において、報償費及びその支給方法に

あっては浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例（平成 20 年浜田市条例第 37 号）別表この表に掲げる者を除く専門

委員又は附属機関の委員の欄並びに第 3 条及び第 4 条第 1 項の規定、実費

弁償にあっては同条例第 5 条の規定の例による。 

（庶務） 

第 8 条 部会の庶務は、教育部 文化振興課において処理する。 



（その他） 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

1 この要綱は、令和 2 年 7 月 7 日から施行する。 

2 この要綱による最初の部会は、第 5 条第 1 項の規定にかかわらず、検討委

員会会長が招集する。 

 

別表 

部会所掌事項 

部 会 名 所 掌 事 項 

展示部会 

資料の調査、展示方法、展示企画、収蔵方

法等に係る事項 

活用部会 

学校教育との連携、生涯学習との連携、浜

田市世界こども美術館創作活動館との連携

等に係る事項 

 

 

 



部会 氏名 団体等

岩町　　功 石見郷土研究懇話会　会長

川原　和人 島根県埋蔵文化財調査センター　前所長

小松原　豊 浜田市浜田郷土資料館　館長

隅田　正三 浜田市文化財審議会　委員長

田中　啓信 浜田市資料館運営協議会　会長

仲野　義文 石見銀山資料館　館長

杉浦　幸子 武蔵野美術大学　教授

寺尾　　堂 浜田市世界こども美術館創作活動館　館長

長畑　　実 日本ミュージアム・マネージメント学会　理事

中山　三善 スヌーピーミュージアム　館長

濵崎　政寿 浜田市小学校長会　会長

樋野　淳巳 浜田市教育研究会社会科部会　部長

活
用
（
教
育
普
及
）

歴史文化保存展示施設専門検討委員会　委員名簿

展
示
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浜田市の「歴史文化保存展示施設」
の整備方針について （令和2年2月）

浜田市長 久保田章市

令和2年8月3日 第1回 歴史文化保存展示施設専門検討委員会

1

資料 ２

1.これまでの経緯

2
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2.整備方針を検討するにあたって

3

「 歴史文化保存展示施設」と呼ぶことについて

□これまで、検討する対象施設の名称を、

「(仮称)浜田歴史資料館」と呼んできた

□しかし、当市には、

「郷土資料館」、「歴史民俗資料館」など、様々な呼び名の

類似施設が6ヶ所ある

□これら施設は、「歴史文化資料を保存・展示する施設」で あり、
今後、共通名称として、「歴史文化保存展示施設」と呼ぶ

(なお、個々の施設名は、従来の名称のまま )

4



2020/8/3

3

3. 「 歴史文化保存展示施設」の整備方針骨子

5

それぞれの施設の整備方針

6



2020/8/3

4

説明1 「歴史文化保存展示施設」の目的と意義

7

説明2 「浜田郷土資料館」を建替え整備する理由

8



2020/8/3

5

説明3 「世界こども美術館に増設」とする理由

9

説明4 「整備費」と「運営費」について

10



2020/8/3

6

説明5  「世界こども美術館」はどうなるか

11

増設・改修部分の平面図

12
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7

説明6 「展示」のイメージ

13

説明7 想定している「利用方法」(「ふるさと郷育」の場合)

14
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8

説明8 今後のスケジュール

15



6 今後の予定について  

歴史文化保存展示施設専門検討委員会は、月 1 回程度、全体会ま

たは部会を開催する予定。  

 

【令和 2 年度】（案）  

回  全体会  展示部会  活用（教育普及）部会  

1 1 検討委員会設置要綱について  

2 全体会及び部会の正副選出  

3 歴史文化保存展示施設の整備方針について  

4 今後の予定について  

2 1 浜田郷土資料館と世界こども美術館の活動や資料状況について  

3 1 歴史文化保存展示施設と世界こども美術館との在り方の整理について  

(1) 複合施設としての理念、目的の考え方について  

(2) 歴史文化と美術の機能に対する考え方について  

4  1 展示テーマ構成につ

いて  

1 教育普及と学校・市

民利用について  

5  1 歴史文化テーマの空

間構成について  

1 歴史文化と美術の連

携について  

6  1 展示を活かす手法に

ついて  

1 教育普及の効果的な

手法について  

7  1 展示における事業活

動について  

1 教育普及における事

業活動について  

8 1 部会検討の取りまとめと理念、目的等の再検討について  

9 1 施設及び歴史文化と美術の機能と運営について  

 

【令和 3 年度】（案）  

回  全体会  展示部会  活用（教育普及）部会  

1 1 増設建物の考え方について  

2 1 改修の考え方について  

3 1 整備経費と運営費について  

4 1 整備に向けた計画検討について  

5 1 整備に向けた計画検討について  

6 1 整備計画の提言について  

資料  ３  


